
管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
一
号 

公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 
 

 
 

 
 

 

公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
公
営
企
業

管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
を
削
る
。 

第
四
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、

第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

第
七
条
第
二
号
中
「
又
は
複
写
し
た
も
の
」
を
「
若
し
く
は
複
写
し
た
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。 第

九
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

第
十
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十

条
と
す
る
。 

第
十
二
条
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一

条
と
す
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

二
号
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


